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Ⅰ 第８回線引き見直しについて 

１ 線引き制度の概要 

線引き制度は、都市計画の根幹をなすもので、概ね10年後の将来人口

予測のもと、都市計画区域について、｢都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針｣※(以下「整開保」という。)などを定めるとともに、無秩序な

市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整

区域に区分する(以下「区域区分」という。)ものである。 

本県では、昭和45年に当初線引きを行い、平成28年までに７回の線引

き見直しを行っている。 

※ 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」とは、都市計画の目

標、区域区分の有無、区域区分の方針及び主要な都市計画（土地利用、

道路や公園等の都市施設の整備、自然的環境の整備又は保全など）の

決定の方針を定めるものである。

２ 第８回線引き見直しに向けた取組 

(1) これまでの経緯

令和４年12月 第８回線引き見直しに向け、県の基本的な考え方や

見直しの基準を示した「基本的基準」※について、建

設・企業常任委員会へ報告した後、市町へ通知 

令和５年９月 第８回線引き見直しの目標年次における人口と産業

に関する推計値を市町へ周知 

※ 基本的基準の概要

・見直しの目標年次は、2035（令和17）年とする。

・重点的な取組

① 集約型都市構造の実現に向けた都市づくり

② 災害からいのちと暮らしを守る都市づくり

③ 地域の個性や魅力を生かした活力ある都市づくり

④ 循環型、脱炭素型、自然共生型の都市づくり

⑤ 広域的な視点を踏まえた都市づくり

(2) 取組状況

基本的基準策定後、市町とのヒアリングを約 130回実施し、将来の

まちづくりの意向などをしっかりと把握した上で、庁内関係部局や国

との事前調整を行い、県素案(案)をとりまとめた。 
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３ 県素案(案)の概要 

(1) 整開保

整開保は、都市計画の基本的な方針を定めるものであることから、

今回の線引き見直しにおける重点的な取組を反映させるとともに、市

町が策定した都市計画に関する市町マスタープランと記載内容の整合

を図った。 

(2) 区域区分

ア 区域区分の変更

今回の線引き見直しと同時に市街化調整区域から市街化区域に編

入する地区(即時編入)は、41箇所、合計約 2.6haとした。 

また、山林等の自然的環境の残された区域や災害レッドゾーンで、

将来的に都市的土地利用を行う見通しがない区域など、市街化区域

から市街化調整区域に編入する地区(逆線引き)は、37箇所、合計約

3.3haとした。 

以上の変更により、指定都市を除く県内の市街化区域の面積は、

約 41,267haとなる。 

イ 保留区域※の設定

今回の線引き見直しでは、市街化区域への編入を保留し、将来、

新たなまちづくりを検討する地区を19箇所(住居系６箇所、産業系12

箇所、複合系１箇所)設定した。 

※ 「保留区域」とは、目標年次における人口及び産業の見通しに

基づき、必要とされる市街化区域の一部を保留し、計画的な市街

地整備の実施の見通しが明らかになった段階で、市街化調整区域

から市街化区域へ編入する区域をいう。

４ 今後の予定 

令和６年９月    県素案の閲覧 

令和６年10月～11月 都市計画公聴会の開催 

令和７年 県案の縦覧、都市計画審議会、告示 
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○ 神奈川県の都市計画区域

※ 指定都市（横浜市・川崎市・相模原市）は各市で線引き見直しを実施。

○ 神奈川県の総人口の将来推計

（新かながわグランドデザイン基本構想P48図１に都市計画課加筆） 

参考資料１ 

都市計画区域 
約 83％ 

市街化区域   約 39% 
 
市街化調整区域 約 33% 

【令和６年４月１日現在】 

第８回線引き見直しの目標年次 
おおむね 900万人

川崎市※ 

横浜市※ 

鎌倉市 

逗子市

葉山町 

横須賀市 

茅ヶ崎市 
平塚市 

伊勢原市 秦野市 

大磯町 

座間市 

厚木市 

小田原市 

南足柄市 

山北町 

愛川町 

清川村 

中 
大井町 

大
和
市

綾
瀬
市

海
老
名
市松

田
町 寒

川
町

三
浦
市

真鶴町 

藤
沢
市

井 
町 開成町 

二宮町 

箱根町 

湯河原町 

相模原市※ 

 

市町村界  
線引き都市計画区域  約72％  
非線引き都市計画区域 約11％  
都市計画区域外    約17％  
県土面積 100％ 

※将来の転入と転出によって生じる社会増減の程度に応じて、高位・中位・低位の３つのケースを設定して推計。

※出生率は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(2023年4月)」の出生率をもとに、神奈川の出生率を設定。

※1980年から2020年の人口は総務省「国勢調査」、2021年以降は県推計値。各年10月1日時点。

推計 実績 2020年 
923.7万人 
(実績値) 

高位推計 

中位推計 

低位推計 

※2040年より先は参考値

(県政策局作成) 
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○ 区域区分の変更と保留区域の設定

第８回線引き見直し 第７回線引き見直し 

箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha) 

区

域

区

分

の

変

更 

即時編入   (A) 

(市街化調整区域→市街化区域) 
41 2.6 37 80 

逆線引き  (B) 

(市街化区域→市街化調整区域) 
37 3.3 24 12 

市街化区域増減面積 (C=A-B)  (C) － △0.7 － 68 

市街化区域面積 

現状  (D) 
(県全体※1) － 41,268 － 40,958 

見直し後   (E) 
(E=C+D) － 41,267 － 41,025 

保

留

区

域

の

設

定 

特定保留区域 (F) － － 1 25 

住居系 － － － － 

産業系 － － 1 25 

住産複合系 － － － － 

一般保留（※2） (G) 19 464 19 378 

住居系 6 139 5 108 

産業系 12 312 13 235 

住産複合系 1 14 1 35 

保留区域 計 (H=F+G) (H) 19 464 20 403 

保留区域を加えた市街化区域面積 (I) 

(I=E+H) 
－ 41,731 － 41,428 

市街化区域拡大面積  (J=C+H)  (J) － 463 － 471 

面積の拡大率(%) (J/D) － 1.12% － 1.15% 

※1 指定都市（横浜市・川崎市・相模原市）を除く。
※2 一般保留の面積は、想定面積を示す。
注）面積の数値は、小数点以下を四捨五入しているため、内訳と計が一致しない場合がある。

○ 今後のスケジュール(予定)

令和４年度 令和５年度 
令和６年度 令和７年度 

７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

R4.12月 R5.9月 

（令和６年５月末現在） 

○ 

人
口
・
産
業
推
計
値

市
町
周
知

国
事
前
調
整

市
町
調
整

県
素
案
確
定

県
素
案
閲
覧

公
聴
会
開
催

県
原
案
確
定

国
事
前
協
議

県
案
確
定

国
土
交
通
大
臣
同
意

都
市
計
画
審
議
会
付
議

変
更
告
示

基
本
的
基
準
の
通
知

○ 

参考資料２ 

○ ○ ○ ○○ 

意
見
書
の
提
出

法
定
縦
覧
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Ⅱ 神奈川版ライドシェアの実施状況について 

１ これまでの経緯 

 県は、三浦市域における夜間のタクシー不足に対応するため、国、県、

三浦市、タクシー会社等で構成する「神奈川版ライドシェア検討会議」を

令和５年 10月に設置し､検討を進め、三浦市を実施主体とする実証実験を

令和６年４月 17日から行っている。 

（実証実験の概要） 

 項 目 内 容 

実施主体 三浦市 

根拠法令 道路運送法第 78条第２号（自家用有償旅客運送） 

協力事業者 
有限会社いづみタクシー 

京急三崎タクシー株式会社 

保険 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と契約 

出発地、時間帯 三浦市内、19時から 25時 

利用者 制限なし（「ＧＯ」アプリへの登録が必要） 

ドライバー及び車両 

三浦市在住者及び在勤者の自家用車 

（タクシー会社が安全教育やドライブレコーダ

ーなどの車両設備等の安全管理を実施）

料金 タクシーと同額（アプリ内での事前決済）

実施期間 令和６年４月 17日から 12月 16日までの８か月 

２ 利用実績等 

(1) 利用実績（４月 17日から６月 25日までの 70日間）

  項 目 内 容 

ドライバー数 14名 

稼働台数 156台（１日平均 2.2台） 

利用実績 196回（１日平均 2.8回） 

事故・トラブル ０件 

主な乗車地、目的地 
乗車地 三崎港周辺 

目的地 三崎口駅周辺 
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(2) 周知方法等

実証実験の概要について、鉄道駅や病院等へのチラシの配架、県のた

より、県ホームページ・ＳＮＳへの掲載、テレビ・ラジオ等により周知

した。 

また、ライドシェアの利用には、予めアプリ上で、目的地を入力し、

キャッシュレス決済を行う必要がある。そこで、近くにライドシェアが

いる時は、これらの操作を必須とするアプリの改良を５月 10 日に行っ

た。

さらに、こうしたアプリの利用方法について、チラシや動画の作成、

飲食店への説明会を開催しており、利用実績が増加している。 

（利用実績の推移） 

３ 今後の進め方 

三浦市やタクシー会社、アプリ会社等の関係者とともに、ライドシェ

アの利用実績や既存のタクシーへの影響、運用面での課題の検証を行い、

本格実施につなげていく。

運行回数 0.9回／日 運行回数 3.7回／日 

5月 10日 
アプリ改良

（回）
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Ⅲ 真鶴港の指定管理者の選定手続の再開について 

真鶴港については、令和６年４月から県が直接管理を行なっているが、

令和７年４月から指定管理者による管理運営とするため、指定管理者の選

定手続を再開することとしたので報告する。 

１ 経緯 

令和６年度以降の真鶴港の指定管理者については、真鶴町（以下「町」

という。）を指定管理者候補として非公募で選定手続を進めてきた。し

かしながら、令和５年８月時点で、リコールの是非を問う住民投票が行

われることになるなど、町政の先行きが不透明な状況であったことから、

令和６年４月以降、町の執行体制が安定するまでの当面の間、真鶴港の

管理を県が直接行うこととし、指定管理者の選定手続を中断している。 

２ 選定手続の再開 

町から、令和６年５月20日付け文書により、執行体制が整ったので、

令和７年４月からの真鶴港の管理を行いたく、手続の再開をお願いした

いとの意向が示された。県は、町の体制は再び管理を任せられる状況と

判断し、指定管理者の選定手続を再開することとした。 

(1) 選定手続

令和５年３月及び６月の建設・企業常任委員会で報告した、町を指

定管理者候補として非公募とすることや、外部評価委員会委員（案）、

指定管理者の選定基準（案）といった決定事項を引き継ぎ、手続を再

開する。 

(2) 指定期間

町が令和７年４月からの管理を希望していることや、今後の審査や

県議会の議決などに一定の期間を要することから、指定期間の始期は

令和７年４月１日とする。また、終期は、令和５年３月の建設・企業

常任委員会で報告した令和11年３月31日とし、指定期間は４年間とす

る。 
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３ 今後の予定 

令和６年７月～ 町からの申請書類受付 

令和６年10月～ 外部評価委員会等による候補者選定 

令和６年11月  第３回県議会定例会（後半）に、指定管理者の指定

議案を提出 

令和７年４月 指定管理者による管理運営開始 

（参考）これまでの経緯 

令和５年３月１日 建設・企業常任委員会に次の内容を報告 

・ 町を指定管理者候補として非公募とする

・ 指定期間は令和６年４月１日～令和11年３月31日

の５年間とする

・ 外部評価委員会委員（案）

令和５年６月30日 建設・企業常任委員会に次の内容を報告 

・ 指定管理者の選定基準（案）

令和５年８月29日 県から町に次の内容の通知文を発出 

・ 令和６年４月以降、町の執行体制が安定するまで

の当面の間、県が真鶴港を直接管理する

令和５年９月28日 建設・企業常任委員会に次の内容を報告 

・ 令和６年４月以降、町の執行体制が安定するまで

の当面の間、真鶴港の管理を県が直接行う

・ 町の執行体制が安定し、真鶴港の管理を再び任せ

られると判断できれば、指定管理者の選定手続を再

開する予定である

令和６年５月21日 町から次の内容の文書を受領 

・ 現在は執行体制が整っており、令和７年４月から

の真鶴港の管理に当たって、指定管理者の選定手続

の再開をお願いする
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Ⅳ 盛土規制法の運用開始に伴う取組について 

１ 盛土規制法の概要 

(1) 経緯

令和３年７月に発生した静岡県熱海市での土石流災害を受け、国は、

危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等

規制法」を抜本的に改正し、「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称：

盛土規制法）を令和５年５月に施行した。 

(2) 法改正の主なポイント

ア 都道府県等が盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域

を規制区域（宅地造成等工事規制区域※１、特定盛土等規制区域※２）

として指定

※1 宅地造成等工事規制区域：都市計画区域及び都市計画区域外の集落等

※2 特定盛土等規制区域  ：宅地造成等工事規制区域以外の区域で、盛土等 

の崩落に伴う災害により人家等に危害を生ずる 

おそれがある渓流等 

イ 規制区域内で行われる盛土等は、都道府県知事等の許可等が必要

ウ 特定盛土等規制区域の規制対象規模等は、条例で規制強化が可能

エ 土地所有者等は、規制区域内の盛土等が行われた土地を安全な状

態に維持する責務を負うことを明確化 

オ 罰則が抑止力として十分機能するよう、命令違反等に対する懲役

刑や罰金刑を高い水準に強化 

２ 盛土規制法の運用開始に向けた取組 

県は、次のことについて、宅地造成等規制法の経過措置が終了する令

和７年５月までに取り組む。 

(1) 規制区域の指定

盛土規制法に基づく基礎調査を実施し、関係市町村長の意見聴取等

を経て、規制区域を指定する。 

(2) 条例の制定等

本県の実情を踏まえた規制強化等、盛土規制法の運用開始に必要な

事項を定める条例の制定や、盛土規制法と重複する規定を持つ土砂条

例等の既存条例の改正又は廃止を行う。 
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３ 現在の取組状況 

(1) 規制区域の指定

令和５年度に県所管全域（政令市・中核市を除く29市町村）の基礎

調査を実施し、令和６年４月25日に調査結果である規制区域の候補区

域を公表するとともに、関係市町村長に通知した。 

(2) 条例の制定等

ア 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例（仮称）の制定

本県の特定盛土等規制区域の候補区域は、道路網が整備されてい

ることから、宅地造成等工事規制区域よりも規制が緩いと、土砂の

搬入が集中するおそれがあることや、関係町村の意向、有識者の意

見を踏まえ、特定盛土等規制区域の規制を強化する。 

また、国の考え方を参考に、盛土規制法の許可申請手数料等を定

める。 

◆盛土規制法の規制対象規模

土地の形質変更 
宅地造成等 

工事規制区域 

特定盛土等 

規制区域 

①盛土の崖高 １ｍ超 ２ｍ超 

②切土の崖高 ２ｍ超 ５ｍ超 

③盛土と切土同時の場合の崖高（①②以外） ２ｍ超 ５ｍ超 

④崖を生じない場合の盛土高（①③以外） ２ｍ超 ５ｍ超 

⑤盛土又は切土の土地面積（①～④以外） 500ｍ２超 3000ｍ２超 

⑥最大時の堆積高さ（土石の堆積） ２ｍ超かつ 

300ｍ２超 

５ｍ超かつ 

1500ｍ２超 

⑦最大時の堆積面積（土石の堆積） 500ｍ２超 3000ｍ２超 

↓  
宅地造成等工事規制区域の規制対象規模と同等に強化 

宅地造成等工事規制区域の候補区域

特定盛土等規制区域の候補区域

政令市・中核市
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イ 神奈川県土砂の適正処理に関する条例の改正

盛土規制法と規制内容が重複する規定（土砂埋立行為の許可制度、

土砂搬入禁止区域）を整理する。 

ウ 土採取規制条例の改正

盛土規制法と規制内容が重複する規定（許可を受けて行う土の採

取等）を整理する。 

エ 神奈川県宅地造成等規制法関係手数料条例の廃止

宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例（仮称）の施行に伴い不

要となるため、廃止する。 

オ 収入証紙に関する条例の改正

神奈川県宅地造成等規制法関係手数料条例（手数料条例）の廃止

に伴い、不要となる規定を削除する。 

カ 事務処理の特例に関する条例の改正

盛土規制法の運用開始に伴い、市町村に対する権限の移譲に関し

て、必要な改正を行う。 

４ 今後の予定 

令和６年７月～ 関係市町村長の意見聴取

令和６年９月  第３回県議会定例会（前半）に、宅地造成及び特

定盛土等規制法施行条例（仮称）制定案、神奈川

県土砂の適正処理に関する条例及び土採取規制条

例改正案並びに神奈川県宅地造成等規制法関係手

数料条例の廃止を提案 

令和６年11月  第３回県議会定例会（後半）に、収入証紙に関す

る条例及び事務処理の特例に関する条例改正案を

提案

令和７年５月まで 規制区域の指定の告示及び上記条例の施行
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